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Thispaperdescribespostwarnationalisticmeasuresin the PhilipplneSin the

contextofnationalism vis-a-viseconomic development. The Philippinesisan

underdevelopedcountrywithapercapitaincomeofroughly$100. Firstunder

SpanishandthenunderAmericanrule,shegainedindependencein1946. Notonly

theinfluxofWesterninfluencesbutalsothelackofculturalunityandacommon

historicalbackgroundmakeitdifficultforthecountrytodetermineanddevelopher

identity. Philipplnenationalism mustbeunderstoodwithinthisframework.

Butnationalisticmeasureshaveoften resultedinaslowlngdown ofeconomic

progressandsometimesprovedtobeinconflictwith thegoalofeconomicdevelop-

ment. Suchaconflictisnotsoseriousinaneconomicallydevelopedcountry.But

thePhilipplneShasanumberofacutely pressingeconomicproblemsandcanill

affordtomaintainpolicieswhichactasbarrierstoeconomicdevelopment.

SectionIofthepaperservesasanintroduction. InsectionII,theextentof

forelgnparticipationindifferentsectorsofthePhilipplneeconomyisdescriLed.In

sectionIII,first,courtdecisionson naturalizationlawsarediscussed,followedby

areview ofnationalizationlaws. InsectionIV,the'special'positionofAmerican

businessisdiscussed. In section V,nationalisticadministrativepracticesforthe

promotion ofdomestic industrialization areexamined. The paperconcludesby

pointingtotheconflictbetweennationalism andeconomicdevelopmentandrecom一

mendingamodificationofthepresentnationalisticpolicy.

l 序 論

この論文ではフ ィリピンの工業化 との関連においてナシ ョナ リズムが とらえ られているが,

フ ィリピンが後進国の代表国として選ばれたのではない｡ たまたま著者が 1年足 らず同国に滞

在する機会があったのでこの国について研究する事が出来たことによる｡ 将来東南アジアの他
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吉原 :フィリピン経済 とナショナ リズム

の国についても滞在する機会があればこれに類する研究を行ない,最終的には工業化とナショ

ナ リズムについて一般化 した論文を書きたいと願っている｡

ナショナ 1)ズムほ いろいろな意味を もっている/浴, ここで取 り扱われているナショナ リズム

は経済分野に限定される｡ 英語では EconomicNationalism と呼ばれているものである｡

では経済におけるナショナ リズムとは何か｡それは経済帝国主義に対応するものと見る事が

出来る｡ ある国において,その国民の生産要素の所有および所得配分を増大する一連の政策は

ナショナ リズムを反映 しているものと考えられる｡ また,その国の経済発展あるいは成長を他

の国の犠牲においてより高 くするために取 られた政策 もそれを反映 していると考える事が出来

る｡

フィリピンは,約 350年スペインの植民地であった後アメリカの植民地 となった｡アメリカ

の植民地時代は約50年続 き,1946年独立 して今日に至 っている｡ フ ィリピンは7,000以上の島

か らな り,言語の数は80を越えると言われている｡ 主な言語は約10ほどであるが,その中でセ

プアノとタガログ語が一番よく使われている｡ しかしどの言語 も ｢国語｣ として使用される現

状ではない｡ これは,フィリピソが部族国家の段階でスペインによって植民地化されたという

歴史的事実を反映 している｡ スペイン時代に人民のキ リス ト教化は熱心に行なわれ,それがフ

ィリピンの文化に一つの統一を与えている｡ しか し国民にスペイン語を普及させる事はおこな

われず,この点において中南米のスペイン植民地であった国々の経験と異なっている｡

こうい う歴史的背景の中でナショナ リズムをとらえるべ きなのであるが,それはフィリピン

の経済発展においてどうい う意味を持っているのだろうか｡ナショナリズムは経済発展の過程

において障害なのであろうか｡ この論文はフ ィリピンの現状を述べ,これ らの問題について言

及する｡l)

旺 外国の資本参加の現状

ttフィリピン経済はアメ1)カ人と華僑によって支配されている" と言 う人がある02) この事

について満足な答を出すには tt支配"の意味をはっきりさせなければならない｡経済分野にお

ける外国の支配とは,メ-ゲニング･パワーが外国人のほ うが強いとい う事を意味すると恩j)

れるが,これを実証する研究はなく,またそれに必要なデータも乏 しい様に思える｡ ただし,

外国人がフイ1)ピソ経済のいろいろな部門に入って活躍し,また近代産業の中で特に外国人の

1)フイ1)ピンを含んで東南アジアの後進性とナショナリズムを問題にしているものに Underdevelopmeni

andEconomicNationalism,ed.byFrankGolay,eial.(Ithaca:CornellUniversityPress,1969)

がある｡ これ以前に FrankGolay は ThePhilif,Pines:PublicPolicy and NationalEconomic

Developmeni(Ithaca:CornellUniversityPress,1961)の14章でフィリピンのナショナリズムについ
てふれている｡

2)RenatoConstantino,HSino･AmericanColony,''てニラ･クロニクル紙 (1971年1月14日,16日,19口
と21日に連載)｡
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活躍の顕著な もの もある｡ 自国民がや るべ き分野で外国人が 目立つ事は,その分野が国威にか

かわ るものであればあ るほ ど外国人がその国の経済に占め る位置が高 く評価 され る事にな り,

極端になると ttフ ィリピン経済は外国人が支配す る"とい う事になるのだと思 う｡

どの産業が戦略的か とい う問題を抜 きに して,それでは フ ィリピン企業の うちどの程度が外

国人の支配下にあるのだろ うか｡経済全体については くわ しく分か らない｡外国企業について

官庁が資料を集め始めたのは ここ数年の事で, その整理 された ものは未発表であ る｡3'ただお

おまかに分か っている事は次の通 りであ る｡ 農業においてはパイナ ップルの二つのアメ リカの

会社をのぞいて外国企業はない｡公益事業およびサービス業において外国企業の存在はほ とん

ど重要性はない｡ 建設 と林業に外国企業が若干ある｡4)外国企業の重要な産業は鉱業,製造業

および商業である｡

商業は小売業 と卸売業に分かれ るが,後に述べ る ｢小売業国民化法｣に よって外国人が小売

業に従事す る事は禁 じられている｡ 卸売業についても同法律が適用され るか どうかについては

現在法廷で争われている｡ 結果は分か らないが,外国企業の進出には好 ましか らざる分野であ

るので, 商業においては外国企業はない様に 思われ るか もしれない｡ しか し, アメ リカ人は

1974年までは少な くとも外国人 と見なされず同法の適用は受けない｡ また中国人で フ ィリピン

の市民権を持 っている者を外国人 と見 るか フ ィリピン人 と見るかによって,商業におけ る外国

人の位置づげは変わ る｡ 法律的には フ ィリピン市民権を持 っているので フ イリピソ人なのであ

るが,彼 らは文化的 ･社会的には異質なグループとして存在 し, この観点に立てば彼 らを外国

人 と見 る事が出来 る｡その立場か らす ると,中国系 フ ィリピン人が商業において重要なる位置

を占めているので, この分野は外国人によって支配 されているとい う見方 も出て くる｡5)

鉱業においては憲法で外国企業は禁止 されている｡6)しか し, 先に も述べたよ うに 1974年 ま

3)外国企業についての資料は ｢外国企業活動規制法｣を管轄している投資委員会にある｡その整理は商務
省で行なわれているようであるが発表されていない｡

4)伐採,製材,合板をやっている会社で1968年 5百万ペソ以上の売上げがあった会社が50あった｡その内

8社はアメリカ企業である｡ (ソリアノ系列が 2社,5社は子会社で他の一つは子会社かどうか不明で
ある｡)

5)市民権を持っている持っていないにかかわらず中国人は一つのグループを構成しフィリピン人が入ろう
とするといろいろな手段で閉め出しにかかるという事はフィリピン人からよく聞く｡例えばある地方に

原料買付けにフイリピソ人が入るとそれを阻止するため集計人が中国人である場合フィリピン人には少
し安く,中国人には高く支払うことによって中国商人を有利な立場に立たせるという｡中国人はこれは
仲間のほうが信頼度が高いので安定性のプレミアムを払っているにすぎないと言う｡

中国人のやり方のきたなさはスト-ンヒルがタバコの分野に入った時にも起こった｡もともとこの分
野は中国人が独占的な立場に立っていたが,ス ト-1/ヒルはアメリカの商標を使ってタバコを売ること
を始めたため,その邪魔をするのにタバコの中に石けん水を入れス トーンヒルの信用を落として妨害し

ようとした｡しかしこの場合はス トーンヒルのほうが役者が上で彼はタバコで金をもうけるのに成功し

た｡余談になるが,彼はそれを元にしてフィリピンに 『ストーンヒル帝国』を作った｡しかしその彼も
わいろおよび恐かっを使った悪徳商人として1960年代の初め国外に追放された｡

6)フィリピン憲法13条｡

330



吉原:フィリピン経済とナショナリズム

で アメ リカ人は国民待遇を受け るので アメ 1)カ企業は鉱業に従事す ることが出来 る｡ それでは

現在鉱業におけ るアメ リカ企業 の占め る割合は どの程度なのであろ うか｡

鉱業全体についてこの問題を究 明す る事は出来なか -つたが,1968年の売上げを基準に して ト

ップ12社を選んで アメ リカ人の株 の所有状況を調べてみた｡小 さな会社 を入れ ると数十,あ る

いは宙社を越 え るか もLiLないが,外国投 資が大会社に集中す るところか ら,大 きな会社に調

査を限定 した｡その結果は表 1の とお りであ る｡

表 1 鉱業における トップ12社

会 社 名

AtlasConsolidatedMiningand
DevelopmentCorporation

AcojeMiningC0.,Inc.

BenguetConsolidated,Inc.

ConsolidatedMines,Inc.

Filmag(Phils.),Inc.

Itogon-SuyocMines,Inc.

LepantoConsolidatedMining
CoリInc.

MarinduqueMiningandIndustrial
Corp.

PalawanOuicksilverMines,Inc.

PhilexMiningCorp.

PhilippineslronMines,Inc.

SamarMiningCoリInc.

売 上 高 設立
1968 1969 され 主産晶 国別所有

(.判 :/:百万-くソ) た年

182.8 255.6 1953 銅 アメリカ(59)ソリアノ系列

22.2 24.6

59.1 59.2

25.8 41.7

ll.8 不明

14.6 12.6

112.1 145.5

125.0 160.5

6.4 6.9

48.7 77.8

29.8 28.8

1935 クロム

1956 金

1933 クロム

1961 クロム
鉄

不明 金

1936 銅

1949 釦

1954 水銀

1955 銅

1930 鉄

フィリピン(80)

アメリカ(95)

フィリピン(100)

フィリピン(60)

フィリピン(71)

フィリピン(65)

フィリピン(71)

フィリピン(67)

フィリピン(70)

フィリピン(55) アメリカ(24)

8.7 不明 1937 鉄 フィリピン(90)エ リザルデ系列

注)国別所有の欄のカッコ内の数字はその国の1970年現在の株式所有のパーセントを示す｡

1968年 お よび 1969年 の売上げの トノブは ア トラス ･コソソ リデー ト社であ る｡ この会社は

ソ リアノ系列に属 し, アメ リカ企業 とい う事が 出来 る｡ もう一つの アメ リカ企業はベ ンゲ ッ ト

･コソソ リデー ト社で,売上げの ランクは1968隼は第 4位,1969牛は第 5位であ る｡他の企業

に もアメ リカ資本が多少入 ってい るが,過 半数を占め るものは上記 2才_L以外はない｡ ベ ンゲ ッ

ト･コソソ リデ- ト社を アメ リカ企業 と見 る事には問題はない と思え るが, ア トラス ･コソソ

リデー ト社 の場合, ソ リアノを アメ リカ人 と見 るか どうかに少 し問題が残 る｡現在 ソリア ノ財

閥は アン ドレとホ七 ･ソ リアノの兄弟に よって運営 され てい る｡ 彼 らはスペイ ン系で第 2次大

戦中 アメ リカへ行 きそ こで市民権を取 った｡彼 らは法律的には アメ リカ人であ るが,文化 ･祉

会的には フ ィリピン人 としての色彩が強い｡7) た とえ ソ リアノを アメ リカ人 と見た として も現

7)アソトニオ ･p-ス,ゾベル ･デ ･アヤラとソリアノの親戚関係を示した家系図は 『東南アジア研究』

9巻2号,p.298,299を参照｡
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在アメリカ資本の鉱業において占める比率は低いと言 う事が出

来 ると思 う｡

外国企業の進出のパターンは大きく分けて輸入にともな うも

のと輸出に ともな うものとに分け られ る｡ 最初のパターンは図

原 料
√ 一一＼-＼
回 回
＼-J

企 業

で示せば右の様になる｡

先進国Dが後進国Uか ら原料を輸入 していたと考えよう｡ しか し先進国の原料需要が後進国

の技術 ･資本では満たせないと思われる場合,先進国の企業が後進国に原料を確実かつ低価で

得る事を 目的として 進出する事になる｡ フ ィリピンの場合この種の進出が鉱業 ･林業 ･農業

(プラソテーショソ)に見 られる｡

第 2のパターンは輸出にともな うもので図で示せば右の様に 輸 出

なるo ㌃｢
最初は先進国と後進国の経済関係は貿易関係であ-たo工業 聖 ＼ 一 一｣

製品はすべて自国で製造されそれを後進国に持 って行き販売す 企業進出

るとい う輸出の形態をとっていた｡ しか しそれが何 らかの理由で製造過程の一部あるいは全部

を現地でやるほ うが売上げを伸ばすのにより適する事にな り,企業の進出とい う結果になるの

が第 2のパターンである｡8)

こんなバク-ソを作 りだ した要田は幾つ もあると思 う｡ その第 1は,運賃等の理由で現地生

産のほ うがむ くものである｡ コカコ-ラ,ペプシコーラなど原料を本国か ら送 り,水, ビ ン,

砂糖等は現地で調達 したほ うが完成品を送 るよりも安あが りなものである｡ 第 2は主原料が現

地にあ り,市場の大きさ,生産に必要な技術の トランスファーなどの観点か ら見た場合本国に

その原料を送 りまた完成品を送 り返す よりも現地で生産 したほ うが安あが りなもの｡ コプラを

原料 とした石鹸 ･洗剤煩およびタイヤ製造などはこの例である｡ 第 3は関税および輸入割当等

の障害をの り越える対策 としての企業進出である｡ 後に詳 しく述べるが, フィリピンの場合

1950年か ら輸入代替による工業化対策をとり,生活必需品および資本財以外の完成品の関税を

高 くし,その反面,部品および原料の関税を低 くした｡また1950年頃か ら1962年まで為替管理

を行ない, ドルの割当を決める時上記の工業化を推進するのに役立つ企業を優遇 した｡ このた

め部品を輸入 して 組み立てるとか (自動車,電気製品), 原料を輸入 し調合 してビンづめす る

とか (薬)す る外国 (および国内)企業が出来た｡9)

8)企業進出は新しく会社を作るか既存の会社-の資本参加かのいずれかの形態をとる｡いずれの場合でも

資本参加の程度が問題となり,100%か過半数かあるいは過半数以下かの決定を必要とする｡
また輸出,企業進出以外にlicensingagreementの形をもとる｡この問題については著者の"AStudy

ofPhilippineManufacturingCorporations,HTheDevelopingEconomies,1971年 9月号参照｡
9)アメリカ企業の多くが輸入代替産業に属することは次の文献で初めて指摘された｡ち.Bantegui,HMem･

orandum toStaffSecretariatofNECWorkingCommitteesonLaurel-LangleyTradeAgreement,"

(September26,1968).
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フ ィリピンの製造業に 従事 している 外国企業の多 くは 第 2のパターンによって 代表 され る

が,中には第 1のパターンを反映す るものもある｡ 製造業の定義は買い入れた部品あるいは原

料を加工ない し変形する経済活動であ り,第 1のパ ターンでフ ィリピンに進出して得た原料を

加工 して本国に送 る場合はその企業は製造業 とみなされ る｡ それでは製造業における外国企業

の第 1のパターンと第 2のパ ターンを区別す るものは何か とい うと,主な販売市場が国内か国

外か とい う事である｡

製造業全体において 外国企業の占め る割 合を 調べるのは 困難であったので, 時間の制約上

1968年に 500万ペ ソ以上の売上げを持つ会社をサ ンプルにとりその中での外国企業を調べた｡

サ ンプルに選ばれた会社数は 254でその産業分類および外国 ･国内企業の区分は表 2に示され

ている｡

254社はいろいろな産業に従事 してお り, フ ィリピン工業のベースは東南アジアの中では広

いのではないか と思われ る｡ 一番多いのが食料品産業で全体の約 3分の 1を占めている｡ その

中で砂糖に従事 している企業が20あるがこれは砂糖の精製である｡ セ ンイにも企業数が多い｡

棉,人工セソイおよびその加工 とセソイ産業の幅は広いが乱立 している分野がある｡ 紡績か ら

布地 まで一貫作業をす る設備を持つ会社16社がこの中に含 まれているが,市場の大 きさにかん

がみ,企業数が多すぎると思える｡ 運搬機械 (自動車および単車)や電気製品を作 っている会

社は,主な部品をほとんど外国か ら輸入 しその組立を行なっている｡ フ ィリピンには現在炉を

持 った製鉄工場はな く目下計画中であるが,圧延工程 とそれ以後の加工施設を持 っている会社

はあ り,いろいろな金属製晶を作っている｡ これ らの会社25社がサ ンプルの中に入 っている｡

254社は外国企業か国内企業に分け られている｡ 分けた基準は普通株の過半数をフ ィリピン

人 と外国人のどち らが持 っているかである｡1970年現在,外国企業は 254社の内88社,国内企

業 166社であ った｡外国企業の内で65社が子会社でそ うでない もの23社であった｡子会社でな

い ものはその内中国人所有のもの 9社で他はアメ リカ人およびそ の他の西洋人の所有の もので

ある｡ 彼 らは本国の会社 とは直接関係な く植民地時代か ら経営 していた ものか,あるいはフィ

リピン人でアメ リカの市民権を持つ ものである (例 :ソリアノ)｡ この種の企業の重要性は時

とともに少な くなってゆ くと思われ る｡

88の外国企業を国別に見 るとアメ リカ67,中国 9, 日本 1,他11と,アメリカ企業が圧倒的

に多い｡他11の中には英国,オランダ,スペイ ン,スイスの企業が含 まれている｡10)

産業別に見 ると,製粉 ･飼料 ･セメン ト･肥料の分野には外国企業はない｡酒類 ･繊維の分

野に外国企業が若干あるが,その影響力は弱い｡酒類を作 っている外国企業は中国人所有で,

売上げ 高 はサ ンプル6社の内1968隼において5番目である｡繊維の外国企業 4社の内 1社は英

10)国別企業数は表2には示されていない｡
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表2 7イリピソ製造工業における トップ254社の産業別 ･所有別分類

ii E等

産業分妄 --＼

A.食料品

1.酪農

2.砂糖

3.小麦粉

4.その他の食料

5.飲料水

6.酒類

7.タバコ

8.コプラ

B.繊 維

1.繊維

2.産業用繊維

C.化 学

1.石油精製

2.塗料

3.肥料

4.製薬

5.石けん ･化粧品

6.バッテリー

7.マッチ

8.その他

D.金属加工

E.電気製品

F.機械 ･器具

1,一般機械

2.運搬機械

G.その他

1.紙製品

2.ゴム製品

3.ガラス製品

4.セメント

5.建設資材

6.飼料

7.その他
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計

8

2

1

1

1

CQ

3

5

円
り

1

2

1

1

1

3

1

0

4

0

6

8

4

6

2

0

4

1

3

0

4

6

3

4

5

3

2

3

5

1

7

7

0

7

1

7

3

9

4

2

1

外 国 企 業

子 会 社 そ の 他

7

3

1

2

2

1

1

(8

4

1

2

2

3

1

1

6

5

3

6

3

3

5

2

3

1

1

3

2

3

3

2

2

2

2
一

l

1

2

1

1

国 内 企 業

フイリピ
企業

32

15

4

3

4

1

5

6

4

2

4

1

1

1

2

3

1

2

1

5

7

5

7

3

4

9

4

1

1

9

2

2

1

中国系フィリ
ピ ン人 企 業

l

1

2

2

8

1

1

7

1

3

3

1

1

6

l

1

2

2

1

1

3

1

3

1

5

4

1

1

1
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国の子会社であ りミシン糸等を 製造 し, 他の 3社は 織維加工を行なっている｡ 4社 とも売上

げ,資本金,利潤率の点か ら見て良い とは言えない｡

外国企業はあ るが子会社のない分野は砂糖 と建設資材であ る｡ 砂糖の五つの外国企業の内三

つは アメ リカ企業で Theo Davis (FarEast) の系列にあ る｡ この会社は- ワイに本社があ

り, フ イl)ピソ以外の国に も会社を持 -つてい るO この会社の性格はは っきりとはつかめないが

持株会社兼経営会社 とい った ところであろ う｡ この系列下には塗料 ･電気製 品 ･建設資材の分

野の各 1社がサ ンプル中に含 まれているo残 E)の二つの砂糖工場はスペイ ン人に よって所有 さ

れているものであ る｡

子会社が相対的に重要な産業は酪農,飲料水,石油精製,塞,石鹸および化粧品,マ ッチ,

電気製品, 自動車, ゴム製品 (タイヤ)であ る｡ 中 で も石油精製の分野に国内会社はな く外国

企業の独 占であ る｡ 飲料水の分野においては外国企業が売上げの90%を占めている｡ 製薬会社

14社の内外国企業が12社,国内企業 2社で外国企業の市場 のシ ェアがETl倒的に見えるが,1968

年においてシェ7は 57%にす ぎなか -)た｡ 理由は河内企業 2社の売上げが 非常に 多い事であ

る｡ 売上げの一番多いのは中国系 フ ィリピン人所有の会社で, この分野での外国企業で売上げ

の一番多い ものの 3倍 もの売上げを 持つ｡ その次に 売上げの多いの も フ ィリピン企業である

浴, この売上げは外国企業の中で売上げ一番の ものとだいたい同じくらいであ る｡ この会社は

最近 フ ィリピンの市民権を取 った元 スイス人が所有 している｡

m フ ィリピン経;斉の国民化への方向

後進国の外国資本および技術に対す る依存度は高 くな りがちで, フ ィリピンもその例外では

ない｡第 Ⅰ節で述べたのは現在におけ る状態であ り,以前に さかのぼれば外国資本への依存度

は さらに高か った事は確かであ る｡ では外国資本-の依 存度を低め経済を国民化す る動 きは ど

のよ うな ものであ ったのだろ うか｡ この節においてまず最初に, フ ィリピン文化 ･社会に とけ

こめない外国人の帰化を防止す る裁判所の動静を扱い,次に経済Lr)国民化を 目的 とす る一連の

法律 について叙述す る｡

1. 市艮椎取得の制限

フ ィリピンにいる外国人の中で中国人の数は圧倒的に多 く, フ ィリピン市民権を欲 している

の も彼 らであ る｡ 現在 フ ィリピソにい る中国人の数はは っきりせず,根拠はないが,ナシ ョナ

リス トの言 う数は 2-3百万であ る.ll)しか し実際には もっと少ないのではなかろ うか｡ また

あ る報告に よると,成年者40万,未成年者20万で華僑人 口計60万であ り,その内成年者の約 5

7工 未成年者の 6万はすでに市民権を持 っている｡ 即ち約11万が市民権を持 ってお り49万は持

ll)1971年 5月5日付マニラ･タイムス紙の読者欄に掲載された JuanM.Arregladoの HSinoAssimilation

BarriersExplainedH と題する手紙の中に出てくる数字｡
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っていない.12)また他の推定によれば約20万人の中国人が市民権を持たずにいるとも言 う｡ こ

のように推定時点が違 うために推定数が くい違 う結果になっているのか もしれないが,はっき

りした数は分か らない｡ただ,現在いる中国人の過半数以上はフ ィリピンで生まれた中国人で

ある｡lS' いずれにせ よ20万あるいはそれ以上の中国人が 市民権を持たずにいる事は確かであ

る｡ なぜ こんなにた くさんの中国人が市民権を持たずにいるのであろ うか｡彼 らは中国人で あ

る事に誇 りを持 っている為にフ ィリピン市民にな りたが らないのだろ うか｡誇 りも持 っている

であろうが,大 きな要困は市民になるのが困難な事である｡

戦前にフ ィリピン憲法ができた時,フ ィリピン人 とは誰か とい う事が問題になったo フ ィリ

ピンに生まれた中国人がフ ィリピン人であると当時考え られていた ら,その子供は自動的に市

民になるのだか ら現在の市民権を持たない中国人の数はず っと少な くなっていたはずである｡

憲法第四章によれば, フィリピン人 とは (1)憲法発布の時 フィリピン人であった人, (2)

外国人の両親でフ ィリピンに生 まれ以前選挙で当選 した事のある人,(3)父親がフ ィリピン人

である人,(4)母親がフ ィリピン人で成人 してフィリピン市民である事を選んだ人,(5)帰化

した人,である｡

問題になるのは誰がフィリピン人であったか とい う事である｡ この間題は複雑でスペイ ン時

代にさかのぼ り,スペインの法律のフ イリピソ-の妥当性を検討 しなければな らないが, ここ

ではフ ィリピンに生 まれた中国人が市民 とみなされたか どうかが問題 となる｡ その国に生まれ

たすべての人は市民権を得 る権利を有す るとい う JusSoliの原則は憲法発布の時点で認め ら

れなかったのか ｡14)

憲法第四章では以前公的選挙で当選 したことのあるフ イリピソ生まれの外国人を市民 とみな

している事か ら, JusSoliの原則を否定 している様に思える｡ しか し当時 フ ィリピンはアメ

リカの植民地であ り,その間裁判所の判決は JusSoliを支持す るものであった｡ 1912年最高

裁はアメリカにおいては JusSoliを認めてお り, この原則はフ ィリピンにおいても適用され

ると言った｡15'以後 この判決を裁判所は支持 してきたのであるか ら,憲法発布の時点でフ ィリ

ピン生 まれの外国人は皆市民であったと考えることが出来 る｡

しか し独立直後の最高裁の判決は戦前の立場を くつがえす ものであった｡1947年最高裁は,

12)外務省アジア局南東アジア第2課 『フィリピン事情』 (昭和45年10月),pp.23-24.この数字が1960年
のフィリピン国勢調査による数字かどうかはっきりしない｡

13)PagkakaisaSaFag-Unlad,Inc.の "A PositionPaperontheCitizenshipClauseoftheNewPhilip-

pineConstitutionH(1970年12月に出された謄写版)によれば80%以上の中国人がフィリピンで生まれ
ている｡

14)ある国の国民を決める基準は jussoliとjussanguinisと二通りある (帰化の場合を除く)｡日本は後者
を取っているがアメリカは両者を併用している｡現在フィリピンは日本と同じく市民権は jussanguinis

に基づいている｡
15)ロア･関税局事件｡
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1912年にとった JusSoliを否定 しフィリピンに生まれた外国人は 市民になる権利は持たず,

そ うな りたい場合は帰化手続を経る必要があると決めた｡16)

戦後中国人が市民権を得るには帰化以外に方法がない事になったが帰化は簡単な事ではな

い｡帰化法は最初1928年に出来,1939年改定され,それが今 日適用されている｡17) 帰化する事

の出来る資格は (1)21才以上である事,(2)少なくとも連続10年以上フィリピンに在住 してい

た事,(3)経済的基礎がある事,(4)英語 もしくはスペイン語 とフィリピンの主な言語のうち

の一つが読み書 き出来 る事,(5)通学年齢すべての子供をフィリピン政府の認めている学校に

入れている事,(6)罪を犯 した事な く,またフィリピン憲法の基礎となっている原則を信ずる

事の出来る事である｡ これによ--)て前科者,革命家などほ帰化の資格はない.また,フィリピ

ン文化 ･社会に順応できないかその意志のないものは市民権を得ることは出来ない｡

帰化手続は次の通 りである｡(1)フィリピンで生まれ,義務教育を受けた者および30年以上

在住 した老以外は ｢帰化隈い｣18'を出す 1年前に法務省に帰化する意志である事を書面にて知

らせる｡(2) ｢帰化願い｣は,在住 している州の地方裁判所19)に提出する｡(3)裁判所はその

願書をその州の代表的な新聞と官報に発表する｡ その費用は願書の提出者が支払 う｡ また裁判

所は願書のコピーを関係各官庁に送る｡(4)発表後 6カ月を経て公聴会を開く｡ その時,帰化

を願い出ている者は帰化の条件をすべて満足 している事を証明する義務を負う｡(5)判決は上

訴することが出来 る｡ 地方裁判所が願いを聞き入れ,帰化を認め政府側も上訴 しない場合でも

市民権は判決後 2年経過 しなければ渡されない｡ 2年の観察期間を無事経過すると宣誓をして

市民権を得る｡ 宣誓の前にもう一度公聴会が開かれるが,その場で法務省は何か問題あ りとみ

なした場合はもう一度最初か らや り直 しをさせる権利を持っている.

帰化の資格が困難なものであるばか りでな く,帰化手続も帰化志望者に不利に出来ている｡

願書を提出してか ら最低 2年の年数が必要であるとい うだけでな く,資格を満たしている証明

の義務を負い,またそれに必要な経費は白分で持たねばならない｡このような不利な立場にお

かれ ているため,手続 きをスムースに行かせるのに金が必要だとよく言われる｡ 帰化に必要な

経費は,わいろを含めて1970年で約 3万ペ ソ (180万円)と言われている.20) また平均 5万ペ

ソ (約 290万円)と言 う人 もいる.21)はっきりとした金額は分か らないが,普通の所得の人に

16)タン･労働省事件｡
17)最初の帰化法は1920年に作られ,1928年に修正された｡今日有効性を持つのは1939年に改定された帰化

法 (C.A.No.473)である0
18)PetitionforNaturalizationの訳｡

19)CourtofFirstlnstanceの訳｡
20)PagkakaisaSaPag-Unlad,Inc.の "A Position Paperon theCitizenship Clause oftheNew

PhilippineConstitution''(1970年12月に出た謄写版)0
21)I.P.Solingcoの1970年 8月16目付読者欄に寄せられた "ChinesewithoutMoneyHと題する手紙の中

に出てくる数字｡
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は経済的に帰化は非常に困難であるのが現状である｡

帰化の条件がきびしい事 と,帰化す るのに多額の金がかかる事によって多 くの中国人はフィ

リピンに生まれなが ら市民権を得 られない現状になっている｡

中国人に対 し市民権を拒否 しようとする態度は極端 とも思える｡1947年最高裁は,その判決

の中で,母親がフィリピン人で父親が外国人の場合で法的に結婚 している場合でも子供はフィ

リピン人とはみなされないとした.22)この事は中国人男性 とフィリピン人女性の結婚によって

中国人の子孫を同化 してゆ く道をふさいだ｡その結果 このような場合,子供に市民権を与えよ

うとして内縁関係に してお く事が多 くなった｡23)

帰化条件のきび しい事はフィリピン文化 ･社会に融合出来る人を限定する意図を持 っている

ことは分かるが,かといって帰化 した人はそのような人々かというと疑わ しい｡多額の金を持

ち,かつそれを使 う意志のある条件はエ リー ト意識を持った人に帰化を限定 し,文化 ･社会-

の融合 とい う面か ら現在の状態では必ず しも目的が達成されているとは言いがたい｡ しか し,

帰化条件のきび しさおよび裁判所の帰化に不利な帰化法の解釈は,文化のユニーク性を保持 し

ようとするだけでな く,次に述べる経済国民化を目的とす る諸法律の中で,便宜上中国人ある

いは他の外国人が市民権を得ようとするのを阻止する事を目的としていると理解することが出

来る｡

2. 経済の国民化に関する諸法律

外国企業の活動はいろいろな制限を受けている｡ これに関する法律は次の通 りである｡

(1) 憲法第13条 : これは土地および鉱山資源の国民化を意図している｡1947年の最高裁の

解釈によると,憲法第13条では土地の所有が認め られているのはフィリピソ人かフィリピン資

本60%以上の法人に限 られる｡24) また鉱山資源の開発権および木材伐採権 もフィリピン人ある

いはフィリピン資本60%以上の法人にのみ認め られる｡

(2) 憲法第14条 : 公益事業の国民化を意図 しているもので,この分野に従事できるのほフ

ィリピン人あるいはフィリピン資本60%以上の会社に限定され る｡25)

(3) 小売業国民化法 : これは1954年成立 し外国人を小売業から締め出す ことを 目的として

いる｡ 法人の場合,小売業に従事できるのを 100%フィリピン資本の会社に限定 している事が

22)タン･労働省事件｡
23)中国人を含む外国人女性がフィリピン人男性と結婚した場合,持民権を得るには帰化手続を普通の場合

と同様にとる必要があった｡しかし1971年10月18日のジャパン･タイムスの UPI電によると最高裁は
フィリピン人と結婚した女性の場合市民権はもっと簡単に取り得ると判決を下し,今までの判例をくつ
がえした事が報じられている｡ 1万5千人の女性がこの恩恵を受けるがその大多数は中国人である｡は
たしてこの判決は市民権に関する最高裁の新しい方向を示すものであろうか｡

24)クリベンコ･マニラ登記所 (RegisterofDeeds)事件において憲法に使われている 『農地』は宅地,工
場用地を含むものと広く解釈された｡

25)公益事業は広く解釈出来るが,これにひっかけて外国企業の国有化,国民化が行なわれたことはこれま
ではない｡
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この法律の特徴である｡ ただ し195的二5月15日現在小売業に従事 している外国人の場合,死ぬ

か廃業するまで営業を認める｡ また会社の場合,営業期間の切れ るまで認める｡ この法律は新

しく外国人および外国企業が この分野に入 ることを防止 し,長期間かけて小売業を国民化 しよ

うとしている所に特徴がある｡26)

この法律で現在法廷で問題になっているのは,小売業 とは どうい う経済活動を含むか とい う

ことである｡法律の中に も小売業の定義は しているが,問題になるのは家庭以外に販売するこ

とを 目的とす る経済活動が小売業に入るか どうかである｡ 例えば電力会社に重油を売 ることと

か学校および会社等に事務機械を売る行為は普通卸売業 として考え られ るが, この法律の小売

業の定義の解釈o_)しようによっては上の行為は小売行為 と考え うる｡

(4) 米および穀物産業の国民化法 : 1961年の初めか ら有効になった法律で,米および穀物

の加工および販売において外国人の活動を禁止 し,その内容は小売業 とよく似ている｡

(5) 塵備禁止法27' : この法律の意図す るものは,国民化 されている分野において外国人が

フ ィリピン人の名前を使 って営業行為を行な うことを禁止 している｡ この法律の解釈において

特徴のあることは,1962年最高裁が 100%国民化されている分野において外国人を使 うことを

禁止 している事である｡28)経営者 としては もちろん普通の労働者 としてもその分野においては

働いてはな らない｡

(6) 投資奨励法 : 1967年に国会を通過 した法律で, 目的は経済発展に則す る優先投資分野

を毎年投資委員会が作 りその分野における投資を奨励す ることである｡ 優先投資分野は輸入代

替および輸出産業である｡ 優遇措置 としては製品の関税保障,機械 ･原料輸入の関税引下げ,

税法上の優遇などである｡

優先投資分野は創始産業 とそ うでない ものとに分け られ る｡'19)前者に入 る企業は,(1)これ

まで国内で商業的規模で生産のされなか った もの, または (2)何 らかの物質 ･原料を新規かつ

未開拓である製品にす る企業, である｡ この分野において外国資本は100%まで認め られ る

浴,20年以内に外国資本の比率は4()%以下にされなければならない｡

次に優先投資分野ではあ るが創始産業ではない場合,まず フ ィリピン企業が優先され る｡ し

か し優先投資分野 と指定 されたに もかかわ らず フィリピン企業の投資が充分でない場合には指

定後 3年を経て外国企業の投資が認可 され る｡ ただ し創始産業 と同 じく20年以内にフ ィリピン

資本の比率を60%以上に しなければな らない｡

26)問題の箇所は小売業を "anyact,occupation,orcallingofhabituallysellingdirecttothegeneral

publicmerchandise,Commoditiesorgoodsforconsumption"という定義である｡
27)Anti-DummyLaw (1936年 C.A.No.108とそれを修正した1947年の R.A.134)｡
28) ビン･-ルナソデス事件｡

29)優先投資分野は PreferredArea の訳でそれは Preferred Pioneer (創始産業) と Preferred Non-

Pioneer(優先投資分野で創始産業でないもの)に分けられる｡

339



東南アジア研究 9巻 3号

(7) 外国企業活動制限法 : この法律は1968年成立 し現在投資奨励法と共に投資委員会の管

轄にある｡ この法律の中には外国企業の営業活動に関するものと外国投資に関するものとがあ

る｡ 前者は支店設立等を規制するもので, 外国企業の営業には投資委員会の許可を必要とす

る｡30)投資活動においてほ,優先投資分野の企業の場合は40%,それ以外の企業の場合は30%

までの外国投資は事前の許可は必要としない｡ しか しそれ以上の場合は投資委員会の許可を必

要 とする｡ このような非優先投資分野の企業の外国投資の比率を30%以上認めるか どうかは,

憲法, 諸法律の外国投資に関する規定, その企業の属する産業組織, 同じ製品 (あるいは代

替品)を作っている企業数,優先投資計画,安定かつ均等な経済発展等にかんがみて判断され

る｡

前記 7法律以外に銀行,保険等の分野において外国企業の活動を制限あるいは禁止 している

法律がある｡ フィリピンにおけるナショナ リズムは重要と思われる分野において国有化ではな

く国民化 とい う方法をとっている｡ それではこれ らの法律の合憲性は どうなのであろうか｡

国会がナショナ リズムを反映する立法をす るだけでなくそのイデオロギーは裁判所でも強い

支持を得ている｡ 小売業国民化法が違憲ではないかと争った事件の判決で最高裁は次のような

意見を出した｡ 『政治的独立が国民の願いならば経済的独立もまたしか りである｡ 国民が外国

の経済的支配一下にあれば自由は真実のものではない｡外国の経済支配の排除および根絶は立法

機関の追求する崇高なる目的の一つである｡』31)

しか し外国企業にとって幾つかの抜け道はある｡ 外国企業活動規制法は外国人の株所有を限

定 しているが30-40%の株をかためて持ち他の株をフィリピン人に広 く売ることによって会社

の経営権をにぎることが出来る｡ これが塊儲禁止法に達反するかどうか現在はっきりしない｡

また鉱業においても外国企業の活動は制限されているが外国資本40%以上の会社であってもあ

る資源を採掘する権利を持っているフィリピンの会社 と契約を結び採掘業務を行な うことは不

可能ではない｡この種の契約に鉱山局は反対 していないようである｡ またプランテーション産

業においても土地所有は出来ないが,賃貸借契約を長期間にわたって結ぶことにより営業す る

ことはできる｡ ただ し,鉱業およびプランテ-ション産業におけるこの種の対策は投資委員会

の許可な くしてほ出来ないので,ここで外国企業活動規制法の効力が出てくる｡

Ⅳ アメリカの特権とそれへの反発

これまでの経済の国民化は中国人排除 とい うことを直接の目的として進め られた｡ しか しア

30)この法律の出来る前年の1967年マルコス政府は17の日本の会社の支店設立を認めた｡しかしこの法律成
立後支店設立は1件も認められていない｡以前に支店設立を認められた会社は,三井物産 ･丸紅飯田･
日商岩井 ･安宅産業 ･日比貿易･野村貿易 ･興和 ･伊藤忠商事 ･住友商事 ･蝶理 ･兼松江商 ･三菱商事
･トーメソ･日綿実業･豊田通商 ･山本産業 ･日本航空であるO

31)ラオ･-ルナソデス事件 (1957)0
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メリカ人および企業の場合フィリピン人の待遇を受けるので国民化に関する諸法律は適用され

ない｡それではこの特権はどのように して生まれたのであろうか｡

この事を理解するためには戦前にさかのぼらなければならない｡19世紀の終 りか ら1946年ま

でフィリピンは アメリカの支配下にあったが, アメリカ国内で 植民地反対の動 きが 強 くな り

1934年フ ィリピンの独立を約束す る Tydings-McDuffie法が成立 Lた｡ この法律はフィリピ

ン政府成立後10年間は暫定期間 としてアメリカの指導下に置 き,その期間終了後独立を約束す

るが,独立後は両国の間の特別な経済関係を断ち関税等の特別措置を取 らないとい うものであ

った｡

フ イ1)ピンはさリそ く憲法草案会議を開き憲法は19:ミ5牛に発布 され,1936年にはフ ィリピン

政府が成立 し,10年後の1946年には独立する運びとなった｡ しか し1941年に太平洋戦争が1始ま

り,19421年の初めか ら1944年の終 り頃まで日本軍の支配下にあ り,その期間中フィリピンは大

きな被害をこうむった｡戦争被害総額約 8億 ドルで,内訳は公共資産 2億 ドル,カ トリック教

会資産 1.3億 ドル,私有財産 4.6億 ドルとい う推定が出された｡32)ァメリカはこの全福を負担

す る義務はなかったか もしれないが,戦争開始当時の大統舘布告 ･法律および日本軍占領中ゲ

リラ活動の奨励などの関係で復旧費用を一部負担す る義務はあった｡そこで1946年 3月 ｢フ ィ

1)ピソ復旧法』が成立 した｡ これにより私有財産 4億 ドル,公共資産 2.2億 ドル,アメ1)カ人

財産 5~百万 ドルがフィリピンに支払われることになった｡

しか し同法 601項は,これ と同時期に成立 した t｣フィリピン貿易法｣に基づいた貿易協定/J:i

両国間に結ばれなければ 500ドル以上の支払いを禁止す るとしている｡ それでは 『フィリピン

貿易法』の内容はどのようなものであ-)たのか｡第 1に特恵関税協定で,特恵度は最初人きく

次第に小さくな り197O午頃にはそれがほとんどなくなるよ')にすることによ-'て両国産業L/)調

整をスムースに行な う｡ 第 2にフ ィリピン側か らアメリカに輸出する財のうち数個について数

量規制を行なう｡ 砂糖 もこの中に含まれる｡ 第 3に為替 レー トの変更の自由をフィリピンは持

たない｡第 4に経済活動においてアメリカ人は国民待遇を受ける事,が主な内容である｡

問題となるのは 第 4のアメリカ人の国民待遇で, 二九に基づ く貿易協定を 結ぶ ことになる

と,鉱業,公益事業において外国人および外国企業を排除 しているフィリピン憲法は修正 しな

ければならなかった｡1946年 4月の選挙でロ-スが大統舘に選ばれ憲法修正を支持 した｡そ¢)

年の7月 4日フィリピンは独立し,国会は 9月に憲法修正を認め,翌年 3月国民投票が行なわ

れその修正は認め られた｡

1946年の貿易法はフィリピンの独立権を侵害 している部分があるので戦後の事情の変化にか

んがみ1954年改定され ロウレルー ラングリー協定 (別名L･L協定)が成立 した｡ これによF)

32)WarDamageCorporationの推定街で出所は-shirleyJenkinsの AmericanEconomicPolicylou･ard

ihePhilippines(StanfordUniversityPress,1954),p.47,
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独立権侵害と見られる部分は除かれ,国民待遇についてはフィリピン人もアメリカにおいて同

じ待遇を受けることにした｡1946年の協定を改定した 『フィリピン貿易法』はアメリカ人の国

民待遇を1974年までにした所に良心の一部が見受けられるが,このようなアメリカの処置は外

交史上に汚名を残すものとなった｡

国民待遇がフィリピンにおける外国企業の中でアメリカの優位性を説明する大きな要因であ

る｡ 国民化の諸法律はアメリカ企業を直接の目的とはしなかったが影響は皆無ではなかった｡

また最近のナショナリズムの傾向はアメリカ企業にも鉾先が向けられ,1974年以後のアメリカ

企業の地位は現在ではきわめて不確定で,中にはフィリピン側に売られたアメリカ企業が最近

になって幾つか出てきた｡またこのような現状の中でアメリカの投資も減退している｡

アメリカ企業-の反発およびアメリカ-の追従への批判は戦前にさかのぼる｡ フィリピンの

政党ナショナ リスクは,アメリカの植民地とし服従はしたが一口も早 く独立を得ることを目的

とした｡ 目的は1946年 7月4日に達成されることになったが,政治的 ･経済的独立を意図して

出来た憲法をアメリカのために修正することにナショナ リスクは反対 し,そのため修正案可決

に必要な上院 ･下院議員の3分の2ほ得 られないのではないかと思われた｡しかし,同党を代

表 して大統領選挙に出たオスメニアほ復旧費の必要性を強 く主張 し修正を支持 したためナショ

ナ リスク党内は意見が分裂 し上院では 3分の2ぎりぎりで修正案が 9月に通過 した｡その数カ

月前に選挙が行なわれたのであるが,上院は左よりのナショナ リスクの議員3人に議席を与え

ることを拒否 した｡この時優位に立っていたのは修正案を支持したp-ス大統領の属するリベ

ラル党であった｡拒否の理由は票読みの問題であったが,修正案通過のためにとられた策では

なかったかと疑われている｡ この3人は当然修正案に反対 していたのでこの3人が加わると上

院で 3分の2の賛成は得られなかった訳である｡

政権を担当している政党とアメリカの関係はそれ以後比較的順調ではあったがナショナ リス

ク党の中にはアメリカ-の反発を 続けるものもいた｡ アメリカ企業との 問題が 出て来たのは

『小売業国民化法』であった｡問題は二つある｡ 一つは法人の場合フィリピン資本だけの企業

でないと小売業に従事できないと同法は規定している｡ という事は例えばスペイン資本5%と

フィリピン資本95%の会社であっても除外される事になる｡ そこで問題になったのは,アメリ

カ企業の中にも小売業とみなされる行為を行なっているものがあるが,その会社は国民待遇を

受けるのであるから100%アメリカ資本であれば合法的である｡ しかしその会社の株が株式市

場で売買されていればその一部を外国人が買っていないという証明は不可能であるので,そん

な会社は小売業には従事できない｡もし従事させればフィリピン企業よりも優遇されているこ

とになり,そんな約束まではされていないということになる｡ この見解は1963年当時の法務大

臣ファン･リワグによって出されたものである｡

これはそれまでフィリピン政府のとっていた見解をくつがえすものであった｡以前 トワソソ
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が法務大臣であった当時,上記のようなアメ リカ企業の場合,その成立 した過程 持よびそu)悼

まだ1946年の貿易協定が有効であったことにかんがみ違法性は追求 しないとい う約束をアメリ

カ政府に した｡であるか ら,この新 しい見解はアメリカに とってはシ ョックであ り,ジ ョンソ

ン大統舘は1964年抗議文をフイ1)ピン政府に送 った｡ この間題は現在法廷で争弓フれている｡

新 Lい見解が重要な意味を持 っている事は,小売業が広 く解釈されているところにある｡ 前

に も述べたが 一般に 卸売業と思われ るものまで も含まれている｡ この解釈は L小売業国民化

法｣■】の成立 した当時法務省か ら出された ものである｡ 新 しい解釈によると,例えば アメ リカ〝)

石油会才上が電力会社に重油を売ることは小売行為となる｡その会社の株は株式市場で 臣とらく

売買さjt,ているので 10O%アメ リカ資本である事は立証出来ず,重油売買のためには石油会社

と電力会社の間に 10O%アメ 1)カあるいはフ イ1)ピン貸本の立証できる会社を通 さぬばな らな

い事になる｡

アメ 1)カ企業-の反発の他の一例は農地Lij賃i鞘 子契約に,bL､てである｡ 現在デルモ ンテu)潤

標を持つカ リフォルニア ･パ ッキ ング社 と ドール社が ミンダナオでプランテーシ ョンを経営 し

ている｡ ドール社は-ワイに本拠を持つカースル ･クック社の子会社で1963年フィリピンに設

立 され,た｡同社は国有開発会社か ら8,00O-クタールの土地を借 E)営業を行なっている｡ この

国有開発会社 と ド-ル社 との賃貸借契約の合法性を Iニヤダ上院議員が最高裁で問題に Lてい

る｡ 問題になっているのは,憲法13条と会社法において私企業が 1,024- クタール以上の土地

を所有す ることを禁止 してお り, またそれ以上の管理 も制限 していると解釈で きる事にある｡

ド-ル社 と同 じように アメリカ企業である--ナイテ ッド･フル-ツ社が ダ/ミオ刑務所の土地

を借 りようとしたが, トニヤダ上院議員の反対によってこの交渉は中止された｡

アメリカ企業-の反感の理由はおそ らく複雑なものであろ う｡ フ ィリピンは戦後独立 LたL/)

であるか らアメ リカ人および企業の国民待遇を話 したが,彼 らの待遇が自分たちよ りもよいと

い う植民地によく見 られる事が反感の理由ではない｡

反感を持 っている一つのグループは アメ リカ企業を 競争相手に 持 っているフ ィリピン人で

ある｡ アメリカ企業は一般に資本 ･技術 ･マネージメン トにおいて国内企業 よりす ぐれ,お う

お うに して国内企業の売上げをおびやかす｡

他のグル-プは フ ィリピンのイソテ l)である｡ 反感の 理由はは-)き()言い 表わせない力､こ,

｢~社会正義｣ とい う概念で要約 される漠然 とした感情によるものである｡ 表 3はフ ィリピン製

造工業における トノブ254社の国内 ･外国企業別の払込資本の利潤率を示 している｡ これによ

ると外国企業は国内企業の数倍の利潤率をあげている｡ 前に も述べたように この企業の大多数

はアメリカ企業である｡ 外国企業の利潤率の高い理由は幾つ もあろう｡ 本国で開発 された資本

に体化 されていない技術をアメ リカ企業が持 っている事は一つの大 きな要因であろ う｡ また社

内留保 も国内企業 と比べ相対的に多いのか もしれない｡アメリカ企業が外国に進出す るのは利
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表3 利 潤 率 の 分 布

外 国 企 業
利 潤 率

不 明

損 失

0- 5.0%

5.1- 10.0

10.1- 15.0

15.1- 20.0

20.1- 30.0

30.1- 50.0

50以上

計

子 会 社 そ の 他

3

7

2

1

3

4

9

12

24

0.

0

3

4

1

3

6

4

2

国 内 企 業

フィリピン-̂ーLL中国系711.)
企業 ピソ人企業

0

25

20

8

10

10

9

9

9

23 100

0

4

14

15

7

9

7

8

2

平均(median) 32.8% 21.8% 8.7% 9.7%

最 高 720.0% 184.6% 118.6% 81.4%

潤を追求 しての事であるか ら,利潤率が国内企業より高いと非難することは外国企業の進出を

阻害することになる｡ しか し問題になるのは,その利潤率が正当なものか どうか とい う事であ

る｡ たしかに価格の妥当性を決める客観点のようなものがないのと同様にアメ リカ企業が持つ

利潤率が妥当なものであるか どうかを決める客観的なものはない｡ しか しナシ ョナ リス トは外

国企業の高い利潤率を見る時, 自分達は搾取されているのではないか と思 う｡ そ ういった感情

が正当なものであるか どうかは別として,そ うい う感情が起こるところにアメ リカ企業-の反

感が生まれて くるのである｡

V 工業化政策とナシ ョナ リズム

いままでは経済の国民化を推進する事を 目的とした法律を中心に してナシ ョナ リズムの影響

を述べてきた｡次にフ ィリピンの工業化政策の中でのナショナ リズムの影響を検討 したい｡ま

ず最初に戦後の工業化政策の概略を叙述 してか ら本題に入る｡

フィリピンの工業化政策は輸入代替を基礎 とするものであった｡戦前 アメリカ植民地であっ

た事にもよるが,貿易のパターンは原料輸出 ･工業製品輸入であ り,国内で消費 される製品の

多 くは輸入された状態で国内工業はきわめて貧弱であった｡フ ィリピンの工業化政策は,輸入

している製品の うち技術的に生産可能なものの国内生産を推進するとい うものであった｡

最初この政策推進の手段 として使われたのは外貨割当であった｡ しか しこれは工業化政策の

一環 として出たのではな く国際収支改善策 としてとられた手段であった｡終戦後数年問国際収

支は輸入超 とな り,また復旧援助も少な くな り外貨保有高は急速に減少 した｡

1949年は国際収支危機の年であった｡対策 として1950年か ら為替管理 と輸入規制を行なった
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が前者が主な役割を果たした｡外貨割当は1950年は輸入規制局,1951年はその後継者 としての

輸入規制委員会によって行なわれたが,1953年以後は中央銀行にその管轄が移った｡割当方法

は輸入品目を分類 し優先順位をつける方法をと-)た｡

1950年には輸入額は前年に比べ半減 しそれ以後国際収支危機はいちお うおさま-)た｡ しか し

ともすると輸入超にな りがちで為替管理は1965年まで続いた｡

問題は為替 L/- トが実状に則 していなかった事によるが,物価対策の上で輸入物価を安 くす

るためペ ソを高 くしていた｡ しか し為替管理に関 して汚職が行なわれ批判が強 くなってきたの

で1962年に為替変動制に移 り,1965年には100%ペ ソを切 り一円ザた 4ペソ-1ドルに国定 し為

替管理を廃止 した｡

国際収支安定策 としての為替管乱 文次第に国内産業育成の役割を果たし始めた｡外貨割当の

優先順位をきめるのに際 し,生産に必要な機械 ･原料 ･部品輸入を優遇 し国内で生産できる製

品の輸入に対 しては外貨割当を行なわなかった｡外貨割当の優遇 と共に税法上の優遇処置 もと

られた｡新規重要産業 として指定された場合法人税を数年間免除された｡1953年以後このほか

に機械等の輸入にかかる関税の免除 もされることになった｡ しか し1961年には基礎産業法がで

き税法上の優遇を排 し関税上の優遇処置のみが残る事になった｡

1965年以後為替管理がな くなったのであるが,それまでの国内産業保護政策の持続のため関

税がその役割を果たす ことになった｡為替管理廃止の準備として1957年関税率が改定さ′ft,原

料 ･部品 ･機械等の生産財の関税率を低 くし,消費財のそれを高 くするとい うものになった｡

最初は保護税率はそんなに高 いものではなかったが,為替管理の廃止された隼までには消費財

の関税率70.1,中間財27.4,建設資財55.1,機械16.2,全工業製品50.8と比較的高い関税率に

改定されていた｡33)

これ らの工業化政策の 結果はどうであったか｡ 多数の消費財が 国内で 生産されるようにな

り,またいろいろな加工 ･組立産業が出来た｡工業が国民所得に占める比率は1950年に 7.3%

であったのが1965午には20%に上昇 した｡

しか し輸入代替の工業化政策にはいろいろな問題が出てきたO輸入されていた ものを国内で

生産 しそれだけ外貨の流出を防 ぐ意図のものであったが,輸入代替産業の原料 ･部品 等の輸入

依存度は高 く, この工業化政策は 国際収支改善にはあまり役立たず, む しろそれを悪化させ

た｡34) 1960年の調査では 1ペソの国内付加価値を作るのに0.75ペソの輸入財を必要とした｡ し

33)ThePhilippinesandTai2L･an (0Xlord University Press,1971) の中の JohnPowerandGerardo

Sicatの HThePhilipplneSニIndustrializationandTradePolicy,"p.93.

34)こういう状態は importdependentimportsul二Stitutionと呼ばれている｡輸入代替産業に輸入依存の便
向が大きい事については,TheStructureandDevelopmentinAsia(1968年に開かれた日本経済研究

センターの会議録)の中の AmadoCastroの HImportSuT,stitutionandExportPromotion:Trade

andDeveloplllentり参照｡
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か しこの政策の目的としているところは輸入 していた部品 ･原料 も次第に国内で生産 しいずれ

製品を輸出するように してゆ く事であった｡ しか し現在の生産技術は大量生産をベースとして

いるので国内市場が小さい事はそれを許さず,その可能性 も小さいように思える｡ 従って輸入

代替産業は国際市場で競争できず国内の小さな市場を主 とすることになった｡結果 として,戟

前の貿易パターンを変えることな くこの工業化政策による限 りそのスピー ドは第一次産業の輸

出の伸びに依存する事になった｡

この政策の中でナショナ リズムはどう反映されているのか｡それは輸入代替産業の育成 とい

う考えそのものがナショナ リズムと結びついている｡ 輸入代替産業育成には 保護が 必要であ

り,その支持者は自由貿易論者ではない｡産業を保護 し成長後競争させるとい う事の理論的根

拠は当時後進国であったアメリカのアレキサ ンダー ･- ミル トンおよび ドイツのフリー ドリッ

ヒ ･1)ス トにさかのぼることができる｡ 国際協調が乱されても他の国の犠牲においても自分の

国に重要 と思われる産業を保護 し国威を推進させるとい う考え方そのものがナショナ リズムの

一つの基礎を成 している｡

また工業化政策を進めてゆ く上にも国民化-の動きが出た｡1957年国家経済審議会は政府金

融機関か らの貸付け,外貨割当,税の免除,賠償物資の配分等において国内企業を優先するこ

とを公表 した｡この方針の一部は翌年中央銀行の外貨割当の基準となった｡新規重要産業の指

定は大蔵省の管轄であったが,指定された企業の大部分が国内企業であるところを′みると指定

の基準において外国企業は差別を受けたように思える｡ この国民化政策は市民権を持たない中

国人を工業部門か ら排除する事には役立ったが,国民待遇を受けるアメリカ企業は国民化を進

めてゆ く上の大きな障害 となった｡外貨の割当において1956-58年に約半分は外国企業に割 り

当てられた｡35)

Ⅵ む す び

本稿においてこれまでナショナ リズムの経済分野における影響をみてきたが,その影響はい

ろいろな所に見 られる｡ それは市民権の獲得を困難にする事による中国人の経済分野か らの排

除,輸入代替産業の育成,生産手段の国民化 とい う所に反映されている｡

ナショナ リズムが どのように,またどの程度人間の行動および社会制度を変えていこうとす

るのかを 実証的に 明らかに しなければ それが経済発展に及ぼす影響を 評価することはできな

い｡ しか し短期的には保護貿易,外国企業のしめだLといった傾向をもつのでマイナスの面が

大 きいと思える｡ リカル ド以来の西洋経済学の自由貿易および資本移動が国民の福祉を高める

とい う結論は容易に くつがえせ得ないと思える｡ 外国資本の流入は資本不足を助けるのみなら

35)RenatoConstantino,TheFilipinosin thePhilippinesandOtherEssays(Manila:MalayaBooks

lnc.,1966),p.19.
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ず技術の導入,技術者の養成,外国市場 との取引の増大 とい う点で大 きな役割を果たす｡ また

自由貿易は生産手段の分配の最適化および消費者の福祉を高めるのみな らず,別 の観点か らは

外国市場での販売は市場を拡大 し大量生産か ら来 るコス ト低下 とい う役割をも果たす｡

それではナシ ョナ リズムは感傷的な ものにす ぎず,それが強ければ強いほ ど経済の成長を遅

らせ る浪費にす ぎないのであろ うか｡

ミュル ダ-ルによれば36), 自由貿易のメ リッ トを受け られるのは国造 りの出来た国で,その

理論は長い植民地時代を経た多 くの後進国に理屈 どお りには適用で きない｡それ らの国々は国

際経済にまき込 まれ外国の影響を強 く受ける事によって自分を見失 って しまう｡ 従 ってある程

度の保護が必要であ り,極端になると鎖国す る事によって文化的にユニークな国 とな りうる｡

政治的には独立 しているが 文化的には 外国の植民地である状態は 独立国 としては 望 ましくな

く, 国造 りをやるためにはナシ ョナ リズムが 必 要 であるとい うのが ミュルダールの見 解 であ

る｡

しか しフ ィリピンな ど現在の後進国の悩みは,国造 りのためにナシ ョナ 1)ズムが必要である

としても,そのために当分経済成長が犠牲になるとい うところにある｡ 国造 りは簡単にで きる

ものではな く,現在の先進国 と呼ばれ る国 々も何百年 とかけてゆ っくりとしたペースで曲折を

経てや りとげた ものである｡ これか らの時代に何百年は必要ではないだろ うが長い期間を必要

とす る事は確かである｡ しか しその間に人 口は増 大 し失業者は増 し,栄養が充分でないため身

体の健全な発育ははば まれ経済問題は深刻化する可能性がある｡ ナシ ョナ リズムと経済発展は

本来相反す るものではないか もしれないが,前者の後者に与える影響は現在の多 くの国につい

てみ る限 り少な くとも短期的にはマイナスである｡ ここに,深刻化す る経祈問題の中でナシ ョ

ナ リズムを国造 りのために必要 とす るフ ィリピンなど後進国の悲劇がある｡

36)EconomicNationalism and Internationalism (Melbourne..Australian InstituteofInternational

Affairs,1957).
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